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開催日時  令和５年３月７日（火）１４時００分～ 

開催場所  羽曳野市役所 本庁４階北会議室 

出席一覧表  

地区名 農業委員 出・欠 
農地利用最適化

推進委員 
出・欠 役 職 

東
部
地
区 

古
市 

京谷理史 ○   会 長 

古澤義夫 ○    

松永年實 ○    

  森本元昭 ○  

西
浦 

水本幸男 ○   副会長 

三田茂明 ○    

葉山昌男 ○    

  梅谷忠道 ○  

駒
ヶ
谷 

植野純央 ○    

堀内利弘 ○    

吉 田 繁 ○    

  吉田隆美 ○  

西
部
地
区 

埴
生 

鬼追章浩 ○    

  松山敏行 ○  

高
鷲 

奥野晋也 ○   副会長 

内本正美 ○    

丹
比 

小池良夫 ○    

大 谷 章 ○    

  白樫保雄 ○  

出席委員 （農業委員 １４名） （推進委員 ５名） 

欠席委員 （農業委員  ０名） （推進委員 ０名） 

 

農業委員会事務局 

    金森 淳  白樫明広  葉山浩章  渡辺正治  

 

案  件 

報告第５号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について ５件 
報告第６号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について ３件 
議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について １件 
議案第６号 農地法第３条の規定による許可申請について ３件 
議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について １件 
 

 

以上、会議の顛末は、事務局で記載したものであるが、その内容の正確であることを証するた

め、ここに署名する。 
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                議 長 

  

                委 員 

 

                委 員 

 

 

【開会14：00】  

 

事 務 局  それでは、皆さんお揃いですので、ただいまより、令和５年第３回の農業委会定

例会を開催させて頂きます。 
出席委員につきましては、定足数に達しておりますので、本定例会は成立してお

りますことをご報告いたします。 
それでは開会にあたりまして、京谷会長よりご挨拶をお願いします。 

 

 

京谷会長  皆さんこんにちは。今朝、種子島の宇宙開発センターからＨ３ロケットが打ち上

げされましたが、残念ながら打ち上げ失敗となりました。本当に残念でなりませ

ん。日中の温度も結構上がってきましてこれからも春本番となります。作業の方

も忙しくなると思っております。コロナの関係で、政府の方からマスクの着用に

つきましては、3月13日から個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に

委ねるといわれております。よって、農業委員会の方も、来月の定例会からはマス

クの着用については個人の判断とさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、案件の概略説明を事務局の方からよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局  それでは、令和５年第３回農業委員会定例会で上程させていただきました、議案

の概略を説明させていただきます。 
はじめに、報告第５号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

丹比地区１件、埴生地区１件、高鷲地区２件、古市地区１件です。 
次に、報告第６号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

高鷲地区１件、西浦地区２件です。 
次に、議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

古市地区１件です。 
次に、議案第６号 農地法第３条の規定による許可申請について 
駒ヶ谷地区１件、西浦地区２件です。 
最後に、議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について 
西浦地区１件です。 
以上、本日ご審議いただきます案件については、報告案件が８件、議案案件が  

５件の合計１３件となります。 
それでは議長、ご審議の程よろしくお願いします。 
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京谷議長  本定例会は成立していますこと、先ほど事務局長から報告がありました。 

それでは、議案審議に入る前に、私から議事録署名委員を指名させていただくこ

とにご異議ありませんか。 

 

全 委 員  異議なし 

 

京谷議長  それでは、本日の議事録署名委員を白樫委員さんと鬼追委員さんにお願いしま

す。よろしくお願いします。 

まず、報告第５号農地法第４条第１項第８号の規定による届出について事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事 務 局  農地法第４条第１項第８号の届出について、５件続けてご説明させていただきま

す。 
この届出は、市街化区域の農地の転用に係る届出となります。 
農地法第４条の届出は、自分の土地を自分のために使用するための届出です。 
 
１件目です。地図４条届①の場所となります。 
地区名は、丹比地区です。 
対象農地は、河原城９００番１ 地目は、田。 面積は、 ８７㎡ 
      河原城９０１番１ 地目は、田。 面積は、５８３㎡ 
合計２筆 ６７０㎡となります。 
届出人は、●●●●●●●●●●● 様 
転用目的は、共同住宅です。 
現地確認委員さんは、大谷委員さんです。 
続きまして、２件目です。地図４条届②の場所となります。 
地区名は、埴生地区です。 
対象農地は、伊賀三丁目６１９番１ 地目は、田。面積は、 ７６㎡ 
      伊賀三丁目６２２番  地目は、田。面積は、４４６㎡ 

 合計２筆 ５２２㎡となり ます。 
届出人は、●●●●●●●●●●● 様 
転用目的は、露天駐車場です。 
現地確認委員さんは、鬼追委員さんです。 
３件目です。地図４条届③をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
対象農地は、恵我之荘四丁目１３４番１ 地目は、田。面積は、５１６㎡ 
となります。 
届出人は、●●●●●●●●●●● 様 
転用目的は、共同住宅です。 
現地確認委員さんは、内本委員さんです。 
４件目です。地図４条届④の場所となります。 
地区名は、古市地区です。 
対象農地は、古市五丁目１２７３番１ 地目は、田。面積は、１２９㎡ 
となります。 
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届出人は、●●●●●●●●●●● 様 持分二分の一 
●●●●●●●●●●● 様 持分二分の一 

転用目的は、露天駐車場です。 
現地確認委員さんは、京谷会長です。 
 
 
続きまして５件目です。地図４条届⑤の場所となります。 
地区名は、高鷲地区です。 
対象農地は、島泉七丁目６７番１ 地目は、田。面積は、１７５㎡ 
島泉七丁目６７番３  地目は、田。 面積は、１２８㎡ 
島泉七丁目６８番２  地目は、田。 面積は、 １９㎡ 
合計３筆 ３２２㎡となります。 
届出人は、●●●●●●●●●●● 様 
転用目的は、露天駐車場です。 
現地確認委員さんは、奥野副会長です。 
 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６の３の 
(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、本議案の受理については問題 
ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありませんでしたので

報告いたします。 
 
説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 
 

京谷議長  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、地元委員さんから異議が

ありませんでしたので、専決処理させていただきました。地区委員さん、他の委

員さん承認願います。 

 

京谷議長  次に、報告第６号農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 
事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  第５条第１項第７号の届出について、３件続けてご説明させていただきます。 
この届出は、市街化区域の農地の所有権移転と転用届となります。 
 
１件目、地図５条届①の場所となります。 
地区名は、高鷲地区です。 
申請地は、南恵我之荘五丁目７２５番１  地目は、田。 面積は、２７６㎡ 

     南恵我之荘五丁目７２５番２  地目は、田。 面積は、  0.07㎡ 

合計２筆 ２７６．０７㎡ 
譲渡人 ●●●●●●●●●●● 様 
譲受人 ●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 様 
転用目的 住宅となります。 
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現地確認委員さんは、内本委員です。 
 
２件目です。地図５条届②の場所となります。 
地区名は、西浦地区です。 
申請地は、西浦三丁目２３９４番  地目は、田。 面積は、１９８㎡ 
設定人  ●●●●●●●●●●● 様 
被設定人 ●●●●●●●●●●● 様 
親子間での使用貸借権の設定となります。 
転用目的は住宅となります。 
現地確認委員さんは、三田委員です。 
 
３件目です。地図５条届③の場所となります。 
地区名は、西浦地区です。 
申請地は、蔵之内５４４番  地目は、田。  面積は、１２１９㎡ 
設定人  ●●●●●●●●●●● 様 
被設定人 ●●●●●●●●●●● 様 
親子間での使用貸借権の設定となります。 
転用目的は、長屋・共同住宅となります。 
現地確認委員さんは、葉山委員さんです。 
 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６の３の 
(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、本議案の受理については問題 
ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありませんでしたので 

報告いたします。 
 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
 

 
京谷議長  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、地元委員さんから異議が

ありませんでしたので、専決処理させていただきました。地区委員さん、他の委員

さん承認願います。 

 

京谷議長    次に、議案第５号、相続税の納税猶予に関する適格者証明について、事務局より

説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第５号相続税の納税猶予に関する適格者証明書についてご説明申し上げます。 

これは、被相続人及び相続人が租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の相続

税の納税猶予の適用を受けるための証明です。 

 

地図 納税猶予適格者証明の場所となります。 

地区名は、古市地区です。 

被相続人は、●●●●●●●●●●● 様 

相続人は、 ●●●●●●●●●●● 様 
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相続開始年月日は、令和４年４月２６日 

適用農地は、 

碓井三丁目５４４番  地目は、田  １３２５㎡ 

碓井三丁目５６５番  地目は、田   ２７４㎡ 

      碓井三丁目５６６番  地目は、田  １５４０㎡ 

      合計３筆で、３１３９㎡となっております。 

      現地調査しましたところ、適正に管理されていることを確認しています。 

また、松永委員から現地確認した結果、問題なしとの連絡をいただいております。 

 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 
 

京谷議長   古市地区の相続税の納税猶予に関する適格者証明について、地元委員さんいかが

ですか。 
 

地元委員  ２月２５日に現地確認に行ってまいりました。５４４番の土地は●●さんが、玉

ねぎ、野菜を植えて耕作されています。５６５番と５６６番は、新規就農の●●

さんが借りてイチゴ畑にしておられます。特に問題はないかと思います。 

 

京谷議長  地元委員さん、異議ないようです。地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 
京谷議長    地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがですか。 

 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長  異議がないようですので、古市地区の相続税の納税猶予に関する適格者証明につ

いては原案どおり可決決定いたします 
 

京谷議長   議案第 6 号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明をお

願いします。 
 

事 務 局  農地法第３条の規定による許可申請につきまして３件説明させていただきます。 
本件は、農地の所有権移転を行うものです。 
１件目です。 
地図の３条許可をご参照ください 
地区名は、駒ヶ谷地区 
申請地は、飛鳥１０２３番９  地目は、畑 面積は、８１６㎡ 
譲渡人 ●●●●●●●●●●● 様 
譲受人 ●●●●●●●●●●● 様 

    所有権移転後の世帯耕作面積は、１０３５６．７３㎡となります。 
譲受人の農作業歴は１７年で、両親と３名で耕作をされています。 
農機具につきましては、草刈機、耕運機、田植機等を所有されています。 
現在も所有農地で農業をされており、所有権移転後も有効利用ができるものと考 
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えております。 
 

続いて、２件目です。 
地図の３条許可をご参照ください 
地区名は、西浦地区 
申請地は、広瀬７３番１  田 面積は、８９１㎡ 
譲渡人 ●●●●●●●●●●● 様 
譲受人 ●●●●●●●●●●● 様 
所有権移転後の世帯耕作面積は、２，２３２㎡となります。 
譲受人の農作業歴は５０年で、妻と２人で耕作をされています。 
農機具につきましては、耕運機、田植機、トラクター、軽トラックを所有されてい

ます。 
現在も所有農地で農業をされており、所有権移転後も有効利用ができるものと考

えます。 
 

続けて、３件目です。 
地図の３条許可をご参照ください 
地区名は、西浦地区 
申請地は、蔵之内８１９番  田 面積は、８７９㎡ 
譲渡人 ●●●●●●●●●●● 様 
譲受人 ●●●●●●●●●●● 様 
所有権移転後の世帯耕作面積：８７９㎡となります。 
譲受人の農作業歴は３０年で母と２名で耕作をされています。 
農機具につきましては、トラクター、草刈り機等を所有されています。 
現在も所有農地で農業をされており、今回息子への贈与につき所有権移転後も有 

効利用ができるものと考えております。 
 

説明は以上となります。 
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  農地法第３条の許可申請について、１件目の駒ヶ谷地区について、地元委員さん

いかがですか。 
 

地元委員  ２月２２日に現地確認に行ってまいりました。今のところブドウ畑はございませ

ん。今現在、みかんの木を若干、植えられて、きれいに管理されています。問題

ないと思います。 

 

京谷議長  地元委員さん、異議ないようです。地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 
京谷議長    地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがですか。 

 

他の委員  異議なし 
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京谷議長  異議がないようですので、１件目の駒ヶ谷地区の農地法第３条許可申請は 
原案どおり、可決決定いたします。 

 

京谷議長  ２件目の西浦地区広瀬の農地法第３条の許可申請について、地元委員さんいかが

ですか。 
       
地元委員  問題ありません。  
 
京谷議長  地元委員さん、異議ないようです。地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 
京谷議長    地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがですか。 

 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長  異議がないようですので、２件目の西浦地区広瀬の農地法第３条許可申請は 
原案どおり、可決決定いたします。 

 
京谷議長  ３件目の西浦地区蔵之内の農地法第３条の許可申請について、地元委員さんいか

がですか。 
  
地元委員  ３月４日土曜日に見に行ってきまして、問題ありません。 

        

京谷議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長  地元委員さん、地区委員も異議ないようですが、他の委員さんいかがですか。 
 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長  異議がないようですので、３件目の西浦地区の農地法第３条許可申請は 
原案どおり、可決決定いたします。 

 

京谷議長  次に議案第 7 号、農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いします。 
     
事 務 局  議案第７号農地法第５条の規定による許可申請につきまして説明させていただき

ます。 

本件は、市街化調整区域内の農地について、賃借権等の設定を行い、被設定人が転

用行為を行うものです。 

      地区名は西浦地区、地図は５条許可の場所となります。 
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被設定人は ●●●●●●●●●●● 様 

設定人は●●●●●●●●●●● 様 

申請地は、尺度３４番１ 地目は、田。転用面積は、３２４㎡ 

転用目的は、露天資材置場と露天駐車場。権利の種類は、賃借権の設定となりま

す。 

申請に係る農地からおおむね三百メートル以内に高速道路の出入口があるため、

農地法施行規則第４３条第２号の規定により第３種農地と判断します。 

      被設定人は松原市内に本社を置き、建設業を営んでおり、現在利用中の資材置場

の地主より解約の申し出があり、南河内地域で、利便性の良い土地を探していた

ところ、大阪外環状線、南阪奈道路側道（府道 32 号美原太子線）、高速道路の出

入口に近い申請地を選定し、露天資材置場として整備するものです。 
置く資材として、支柱300本、踏板150枚、手すり350本、防音・防災シート700

枚、２トンダンプ１台となっています。 

表面は砕石仕上げとなり、申請地の東、西、南側に高さ1.8ｍの単管を敷設し、防

災シートで覆います。 

駐車場については、地元水利組合の管理する水路に放流することとなり、水利組

合からの同意も得られています。 
隣接農地は無く、営農等に支障がないものと考えます。 
資金調達についても相応な経費で、自己資金により事業を行います。 
説明は以上となります。 
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

京谷議長  西浦地区の農地法第５条の許可申請について、地元委員さんいかがですか。 
 
地元委員  先月の24日に見に行ってきました。西側に農業用倉庫、東側に事務所に挟まれた

南北に細長い資材置き場に現況はなっています。問題はないです。 

 
京谷議長  地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員  異議なし 

 
京谷議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがですか。 
 
他の委員  異議なし 

 
京谷議長  異議がないようですので、西浦地区の農地法第５条許可申請は、 

許可やむを得ないものと意見を付して大阪府知事へ進達いたします。 
 

京谷議長    これをもちまして、報告・議案の審議は終了いたします。 

 

【閉会14：25】 


